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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する 
法律案(座長案)(2016 年 3 月 11 日付)についての問題点  

 
池田賢市 (中央大学) 

 
1. 教育機会の確保については、すでに日本国憲法と教育基本法に規定されている。

また、子どもの権利条約等の国際条約等でも規定されている。したがって、新た

な法律をつくる必然性はない。  
座長案は、子どもたちが「安心して教育を受けられるよう」(3 条・8 条)な学

校にしていくことを謳っているが、それならば、具体的にどのように学校を

変えていくのかが書かれていなければならない。しかし、座長案は、このこ

とに言及していない。(7 条の「基本方針」に学校のあり方を問う項目はない。) 
 
2. 不登校児童生徒の定義(2 条)は、不登校を子どもの自己責任に帰しており、今の

学校のあり方自体を問う視点がない。 
   不登校は「教育相談」の対象(18・20 条)であるとされており、不登校という

現象を生み出してしまう今の学校のあり方を問題にする視点が、座長案には

欠如している。かつて文部科学省は、不登校はどの子にも起こりうるとの認

識を示していたはずであり、まるで不登校になる子どもたちが特別な心理的

問題を抱えているかのような定義は不適切である。 
 
3. 子どもたちを分類・排除し、特別の学校(10 条)や教育施設(11 条)で学ばせようと

することは差別である。  
排除される子どもたちの特定は、「文部科学大臣が定める状況にあると認めら

れる者」(2 条)と定義されている。つまり、その基準の定め方次第で誰が対象

になるのかが決定されることになる。これでは、「安心して」学べない。なお、

不登校の子どもたちへの「特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学

校」(10 条)は、この座長案の定義(2 条)によればいわゆる「一条校」であるか

ら、正規の学校をもう一つ増やすことになる。この学校に対して不登校にな

った子どもたちは、つぎにどこに行くことになるのか。 
 
4. 座長案では「多様な学び」は保障されず「多様な学びの場」が用意されるだけ。 

座長案は、「多様な学び」ではなく、「特別の学校」等のように「多様な学びの

場」を用意することになり、子どもたちを分離していく。学校以外での学びは

重要だが、それを学びの場所を分けることで承認することは、義務教育段階で

の分離教育の制度化であり、インクル―ジョンを教育の基盤とする国際的動向

に反している。「多様化(＝分類・分離)」と「多様性(＝すべてを包み込む)」と

は異なる。たくさんの学校が存在する制度的「多様化」は、そこでの学びの「多

様性」を保障するものではない。分類は、必然的にその内部の画一化を生む。 
 



5. 学校以外の場での学習にも国・地方公共団体の管理が及ぶ(12 条)ことになり、

子どもたち(およびその支援者たち)の自由な学びが保障されない。  
   学校以外での「多様な学習活動の重要性」を指摘し、かつ「休養の必要性」

を謳いながら(13 条)も、それが「適切な」活動となるように情報提供や助言・

支援を国・地方公共団体が行うことになっている。どこまでも行政が子ども

たちを追いかけ、けっして逃がさないという強い意志が示されている。 
これらは、座長案に頻出するにもかかわらず定義されていない「教育機会の

確保」および「教育を十分に受けていない者」という用語のあいまいさによ

ってもたらされているとともに、学びを学校的なものとしてしかイメージで

きていないことに要因がある。 
 
6. 能力主義的な教育観に立っており、教育を受ける権利を侵害している。  
   19 条には、「教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以

上の学力を修得することを希望する者」という表現があり、一定の学力水準

に達することを前提とした教育機会の確保になっている。このように、何ら

かの内容を修得することをもって教育を受けたこととみなすような発想は、

教育を受けることを権利として定めている日本国憲法や国際条約等に反する。

教育を受ける権利を行使できる環境を、保護者に対してはその保護する子へ

の就学義務、行政には学校設置の義務等を課すことによって保障することが

義務教育制度の根幹であり、保障されたその権利をどのように行使するかに

ついては、子どもの自由の領域である。 
なお、義務教育段階の学校において出席が重視されるのは、本来的(歴史的)
には、保護者が子どもを酷使(労働等)することから子どもの身体等を守るため

であり、一定の学力を身に付けさせるためではない。つまり、酷使されてい

ないことが証明されていればよいことになる。 
 
7. 民間の団体(3・7・15・20 条)が公教育の経営・運営を行うことになり、教育機

会の均等性や安定性に問題が生じる。  
   教育機会を確保する方法のひとつとして挙げられている「民間の団体」がど

のように認定されるのか、その基準が不明確であり、また、それへの財政的

な措置が明記されていないため、「学習支援を行う教育施設」等が具体的にど

のように整備されていくのかが不透明である。 
 
8. 子どもたちの意見を反映させる制度になっていない。  
   座長案は、「児童の権利に関する条約等」の趣旨にのっとる(1 条)としている

が、子どもの意見表明の機会が保障されていない。 
 
9. 夜間等に授業を行う学校(夜間中学)に関する規定(14・15 条)は、独立させた法案

とすべき。  
   独立の法律にする場合でも、14 条のみでよいと考える。15 条の「協議会」の

規定において、対象となるであろう当事者の声を反映させる仕組みが作られ

ていない点には、不登校の子どもの場合と同様の問題がある。 


